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―政治資金に係る「雑所得」の計算等の概要― 
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令和３年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書は、来る３月 15日までに提

出することになっています。  

確定申告については、「令和３年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引

き」に一般的な説明がありますが、そのほか、申告に当たって参考になると思わ

れる事項を以下にまとめましたのでご覧ください。  

なお、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行っている方（青

色申告をしている方は除きます。）は、確定申告書に「収支内訳書」を添付して提

出しなければなりません。（所得税法第 120条）  

※  所得金額の合計額が２千万円を超え、かつ、令和３年 12月 31日において、その価

額の合計額が３億円以上の財産又はその価額の合計額が１億円以上の有価証券等

の対象資産を有する方は、「財産債務調書」を、来る３月 15日までに提出すること

になっています。  

また、令和３年 12月 31日において有する国外財産の価額の合計額が５千万円を超

える方は、「国外財産調書」を、来る３月 15日までに提出することになっています。

 

Ⅰ  政治資金に係る「雑所得」の計算  

 政党から受けた政治活動費や、個人、後援団体などの政治団体から受けた政治

活動のための物品等による寄附などは「雑所得」の収入金額になりますので、所

得金額の計算をする必要があります。  

１  所得金額の計算  

令和３年分の「政治資金に係る『雑所得』」の金額は、年間の「政治資金収

入」から「政治活動のために支出した費用」を控除した差額であり、課税対象

となります。  

なお、「雑所得」に係る赤字は、他の種類の所得の黒字と損益通算ができな

４ 

【参考】  政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除  

及び政党等寄附金特別控除について     

 

一定の要件に該当する政治献金は、寄附金控除（所得控除）の対象となります。  

また、その政治献金のうち、政党及び政治資金団体に対するものについては、政党

等寄附金特別控除（税額控除）の対象にもなり、確定申告において寄附金控除と政党

等寄附金特別控除とのどちらか有利な方を選ぶことができます。  

 これらの控除の対象となる寄附の主な要件は次のとおりですのでご注意ください。

  

(1) 政治資金規正法に規定する政治活動に関する寄附をしたこと。  

(2) 政治資金規正法に違反する寄附でないこと。  

(3) 寄附者に特別の利益が及ぶ寄附でないこと。  

例えば、議員が自己の資金管理団体や後援会に対し寄附をする場合や議員がお互

いに相手方の後援会に対し寄附をし合う場合など、寄附者に特別の利益が及ぶと認

められるものは、控除の対象とはなりません。  

(4) 寄附金控除（所得控除）を受ける場合には、総務大臣又は各都道府県選挙管理委

員会等の確認済の印を押した「寄附金（税額）控除のための書類」（以下「確認書」

といいます。）が、政党等寄附金特別控除（税額控除）を受ける場合には、「確認書」

と「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」が確定申告書に添付されていること。  

 （注）確定申告の期限までに「確認書」が間に合わない場合は、「確認書」に代えて

「寄附金の領収書（写）」を添付して申告し、後日「確認書」の送付を受けた後、

速やかに税務署に提出してください。  

 

 

 

○  お分かりにならない点がありましたら、国税庁（個人課税課）又は最寄りの

国税局（個人課税課）にお問い合わせください。  

《国税庁個人課税課  電話番号 代表 03(3581)4161 内線 3749、 3532》  

 



２ 

いこととなっていますので、政治資金に係る「雑所得」の金額の計算上、赤字

が生じることとなった場合であっても、給与所得などの他の種類の所得から差

し引くことはできません。  

２  政治資金収入  

(1) 「雑所得」の収入金額となる政治資金収入としては、具体的には、次のよ

うなものがあります。  

イ  政党から受けた政治活動費などの政治活動のための資金  

ロ  個人、政党、後援団体などの政治団体から受けた政治活動のための物品

 による寄附や便益・労務による寄附  

《留意点》  

１  例えば、議員個人の政治活動のために使用する乗用車や事務所の無

償提供を受けた場合は、原則として、乗用車や事務所の賃借料相当額は、

その議員の「雑所得」の収入金額となり、その乗用車や事務所を政治活

動のために使用した場合は、同額が必要経費となります。  

２  貸付けを受けた資金は、ここにいう政治資金収入には含まれませんが、

貸付金であるか政治資金収入であるかは、実質に従って判断されます。 

(2) 選挙運動に関して受けた収入で、公職選挙法第 189条の規定に基づく都道

府県の選挙管理委員会（参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選

挙管理会）への報告がなされているものは、課税されません。  

３  政治活動のために支出した費用   

 政治活動のために支出した費用には、例えば、次のようなものがあります。 

ただし、上記２の (2)の公職選挙法第 189条の規定に基づく都道府県の選挙管

理委員会（参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会）への

報告がなされている収入から支出された費用は、ここでいう政治活動のために

支出した費用からは除かれます。  

(1) 専ら政治活動のために使用した秘書、事務所職員（臨時職員を含みます。）

の給料、手当など（政策担当秘書、第一議員秘書及び第二議員秘書の給与で

国から支給されるものを除きます。）  

３ 

(2) 専ら政治活動のために使用した事務所の賃借料その他事務所の費用（備品

費など）  

(3) 専ら政治活動のために使用した通信費、旅費  

(4) 国会報告、政見発表などのための費用  

(5) 専ら政治活動のために支出した委託調査費、図書費、会議費  

(6) 政党の政治活動の費用を賄うために経常的に負担する本部費、支部費  

(7) 政治活動に関する交際費、接待費、寄附金（寄附金控除（所得控除）又は

政党等寄附金特別控除（税額控除）の対象としたものを除きます。）  

 《留意点》  

１  私的消費に属する交際費や接待費は除かれます。したがって、これら

のものを政治資金収入から支払った場合であっても、費用として控除で

きません。  

２  上記の政治活動のために支出した費用のうち、文書通信交通滞在に

係る費用として政治資金収入から控除できる金額は、議員が国から支

給される文書通信交通滞在費（非課税、１年分受給した議員の場合は

１千２百万円）の額を超えた部分の金額になります。  

 

 Ⅱ  歳費及びその他の収入に係る所得区分  

 歳費（期末手当を含みます。以下同様とします。）は「給与所得」になります

が、歳費以外の収入がある方は次のような点にご留意ください。  

１  歳費や国務大臣、大臣政務官などの特別職の職員として各府省庁から支給を

受ける給与のほか、法人その他の団体の役員、顧問、相談役などとしての地位

に基づき受けた顧問料、報酬なども「給与所得」になります。  

２  弁 護 士 そ の 他 の 自 由 職 業 者 と し て の 事 業 活 動 に 基 づ く 収 入 に よ る 所 得 は 、

「事業所得」になります。  

３  原稿料、印税、講演料、放送謝金などは、原則として「雑所得」になります。  

このほか、例えば、利子、配当、資産の譲渡収入などに係る所得の計算につい

ては、「令和３年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」などをご覧

ください。   

①令和３年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告について［中面］_21/11/16
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